
「障害」の呼称・表記はいつから？

私達は 「障害児 「障害者」という言葉を使っていますが、ふと「障害」という言葉、 」、

は日本ではいつから使われ出したのか、気になり出しました。メル友にも問い合わせても

みました。その返信や、関係すると思われる文献等から、現時点で以下のことが解りまし

た。

生活困窮者に対して一定の米代を支給する明治７年「恤救（じゅつきゅう）規則」に、

「……廃疾ニ罹リ窮迫ノ者ハ……」として、障害者もその対象に含まれたようですが、世

相の「隣保相扶」も色濃かったこともあり、実際に救済された方はごく僅かだったようで

す。

これに変わり、昭和４年「救護法」に 「……精神又ハ身体ノ障碍ニ因リ労務ヲ行フニ、

故障アル者」と 「障碍」という呼称が初めて使われたようですが、生活困窮者の一種と、

見られ、福祉の視点はなかったようです。

戦後、昭和 年「児童福祉法 、昭和 年「身体障害者福祉法」成立で、日本で初め22 24」

て障害者福祉を名乗る法が誕生したようです（昭和 年「精神衛生法→昭和 年精神保25 62

健法→平成 年精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 、昭和 年病虚弱児に「療育7 34」

給付制度→昭和 年育成医療 、昭和 年「知的障害者福祉法 、昭和 年「心身障害62 35 45」 」

者対策基本法→平成 年障害者基本法 。5 」）

戦前は「障碍」を使用したようですが、戦後は当用漢字使用推進で 「障害」を使用す、

るようになったとか。

付朝日新聞「赤えんぴつ」欄によれば、朝日新聞では 「障害をもつ」の表現を1994/4/16 、

避け 「障害がある」と言い換えるようにしている 「碍」は「礙」の俗字 「礙」にはと、 。 。

どめる、拒むの意味があり、岩石によって妨げるを指す 「害」はわざわいの意味もある。

ことから、障害者自身は「障碍」を使うことが多い、との記述がある。

そういえば、最近は「障碍」とか 「障がい」の表記も目にするようになってきた。、

いずれは 「障害」に代わり、呼称される当事者の気持ちを考え、何らかの表記に統一、

される時代がくるであろう。

この件に関し、更に何か情報をお持ちでしたら提供をお願いします。
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